
自転車指導啓発重点路線（甲賀警察署）

★よく見られる自転車利用者の交通違反形態★

➢ 携帯電話、イヤホンをしながら運転

➢ 信号無視、一時不停止、無灯火

➢ 歩道通行時の徐行や一時停止

① 市道貴生川宝木幹線

貴生川交差点～虫生野中央交差点

➢選定理由

・ 通勤・通学の自転車通行が多く、小学校の通

学路になっており、朝夕の通勤車両が多いこと

から危険性が高い路線である。

・ 貴生川交差点、虫生野中央交差点ともに、時

間帯を問わず通行量の多い交差点であり、過去

に自転車の関係する事故が頻発している。

② 市道貴生川駅虫生野線

貴生川駅北口交差点～貴生川駅ロータリー

➢選定理由

・ 貴生川駅は甲賀警察署管内で最も乗降客

が多い駅であり、特に通勤通学時間帯に、

貴生川駅を利用する自転車利用者が集中す

るため、事故発生の危険性が高い。

・ 駅利用者の自転車マナーが悪く、自転車

に対する取締り要望も多い。
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★自転車を運転する人は次の点に気を付けましょう！★
１ 自転車は車両です。歩道では、歩行者を優先しましょう。

歩道では、自転車は車道寄りをすぐに止まれるスピードで走行しましょう。

歩行者が立ち止まったり、避けなければならない時は一時停止をしましょう。

２ 信号や一時停止を守りましょう！
自転車事故で最も多いのは交差点での出会い頭事故です。事故を起こさない、事故に

遭わないために、赤信号や一時停止では、必ず停止しましょう。

３ ながら運転は絶対禁止！
携帯電話を使用しながらの運転やイヤホンで音楽を聴きながらの運転などの「ながら

運転」は、周りへの注意が散漫になり危険です。ながら運転は絶対にやめましょう。

４ ヘルメットを着用しましょう！
自転車を運転する際は、頭を守るため、ヘルメットを着用するように努めましょう。

自転車が関係する交通事故（令和４年中）


